届出対象駐車場の属性　１　都市計画区域内（駐車場法届出対象）       　　　□ 　必要書類　②、④
　　　　　　　　　　　　 　２　都市計画区域外（バリアフリー新法届出のみ対象） □   必要書類　①、③、④
バリアフリー新法　届出書類及び添付図面　　
	書類・図面　　　　　　
	
	条　文
	図面番号等
	チェック欄

	①特定路外駐車場設置（変更）届出書※
	※駐車場法の届出を伴わないもの

（都市計画区域外の路外駐車場）

（第１号様式）
	バリアフリー新法第12条
	
	□

	②路外駐車場設置（変更）届出書に添付する書面※
	※駐車場法の届出を伴うもの

（都市計画区域内の路外駐車場）

（第２号様式）
	バリアフリー新法第12条
	
	□

	③付近見取り図

1/1,000以上
	方位・道路・目標となる地物等を表示し、駐車場の位置を表したもの。
	
	
	□

	④平面図

1/200以上


	特定路外駐車場の区域の表示

路外駐車場車椅子使用者用駐車施設の表示

路外駐車場移動等円滑化経路の表示

その他の主要な施設の表示
	
	
	□


バリアフリー新法の特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準チェックリスト　

	項　　　　　　　　　目
	条　　文
	図面番号等
	チェック欄

	車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設（路外駐車場車椅子使用者用駐車施設）を駐車施設※の規模に応じて以下に示す数（小数点以下切り上げ）以上設けているか
・駐車施設の数が200以下の場合は、駐車施設の数の2％
・駐車施設の数が200を超える場合は、駐車施設の数の1％＋2
※普通自動車の駐車のためのものに限り、貨物の運送の用に供する自動車の駐車及び貨物の積卸しを主たる目的とする駐車施設を除く
	省令第２条
	
	□

	幅は、3.5ｍ以上である
	省令第２条２項１号
	
	□

	当該駐車施設またはその付近に、路外駐車場車椅子使用者駐車施設の表示があるか
	省令第２条２項２号
	
	□

	路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道または公園、広場その他の空地までの経路で、高齢者や障害者等が円滑に利用できる経路（路外駐車場移動等円滑化経路）の長さができるだけ短くなる位置に設けているか
	省令第２条２項３号
	
	□

	傾斜路を併設する場合を除き、経路上に段差を設けていないか
	省令第３条２項１号
	
	□

	出入り口の幅は、80ｃｍ以上あるか
	省令第３条２項２号
	
	□

	通　路
	幅は、120ｃｍ以上あるか
	省令第３条２項３号イ
	
	□

	
	50ｍ以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けているか
	省令第３条２項３号ロ
	
	□

	傾

斜

路
	幅は120ｃｍ以上、段に併設する場合は90ｃｍ以上あるか
	省令第３条２項４号イ
	
	□

	
	勾配が1/12を超えていないか（高さが16ｃｍ超の場合）

〃　 1/8を超えていないか（高さが16ｃｍ以下の場合）
	省令第３条２項４号ロ
	
	□

	
	高さが75ｃｍを超え、かつ、勾配1/20を超えるものについては、高さ75ｃｍ以内ごとに踏幅150ｃｍ以上の踊場を設けているか
	省令第３条２項４号ハ
	
	□

	
	勾配が1/12を超え、又は、高さが16ｃｍを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分に手すりを設けているか
	省令第３条２項４号ニ
	
	□

	特殊の装置を用いている場合、国土交通大臣の認定があるか
	省令第４条
	
	□



